
都道府
2018年 4月 1日時点で既に 又は処分を行つている場合は、2018年 10月 1日 までの届出が必要となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)の一部を改正する法律が

2018年 4月 1日 より施行されました。
※1:廃棄物処理法第 24条の 2に定める政令市長 来2:届出義務に違反した者には、30万円以下の罰金
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有害使用済機器は、対象品目に指定された機器のうち、

廃棄物ではなく、かつリユース (再使用)されないもの

を指します。

※使用を終了し、収集された機器 (廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、

かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生するおそれがあるもの

特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法)に指定されている4品目と

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (小型家電リサイクル法)に

指定されている28品目が対象品目となります。(附属品含む)

洗濯機。衣類乾燥機

ノートパソコン    電話機

フアクシミリ、PHS・ スマートフオン、ラジオ、ビデオカメラ 。DVDレ コーダー、デジタJレオーディオブレーヤー・ステレオセット、

パーソナルコンピュータ、磁気ディスク装置 。光ディスク装置、デイスプレイ、電子書籍端末、電動ミシン、電気グラインダー・ ドリル、

ヘルスメーター、電動式吸入器、フィルムカメラ、電子レンジ、電気除湿器、電気アイロン・掃除機、電気こたつ 。電気ストーブ、電気

かみそり、電気マッサージ器、ランニングマシン、電気芝刈機、蛍光灯器具、電子時計、電子楽器 等

※家庭用機器との差異について、現場での判断が容易ではないものに限り業務用機器においても対象となります。
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新規に有害使用済機器の保管

又は処分を業として行う場合は、

事業を開始する 10日 前までに

届出が受理される必要がありま魂

当該ヤー ドに係る廃棄物処理法の

許可を持つている者など、生活環

境保全上適切に扱えると考えられ

る者は届出が不要となります。

詳 しくは「有害使用済機器の保管

等に関するガイ ドライン」を参照

ください。

有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまヘ
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